
第 E章 患者の悩み ・不満・要望と問題解決の万向

第 l節 患者の悩みや苦痛

1 身 体的苦痛 と社会的苦痛

つぎvc.：；；ナE章vci."' （／＇）ては ．患者の悩みや不満．要望Kついて検討し、それを通して、患者がスモン

問題を どう認識しガρるかというととおもよCえれまで体系的Kは明らかKされたととのないスモン問題の社会的

側面の一端とを明らかにしたい。まず、患者の悩みや苦痛Kついて見ていきたい。

表ill-IKは、患者Kとって一番の悩みや苦痛は何であるか（「全快」したと答えた者の場合は、発

病当時の悩みや苦痛）が示されている。

表m-1 患者の悩みや苦痛

d悩 体 生 医 )@ 治 看 社 家 職 そ わ 』悩
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な
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ν、 ν、

埼 玉併）
1 1 3 。。 7 3 3 29 

(37 9〕(10.3) 一 一 (24.1) ( 3.4) ( 3.4) (10. 3) (10.3) (100.0) 

岡 山（¢）
1 1 4 2 27 8 5 1 1 6 78 

( 14.1) ( 5.1) ( 2.6) (34.6) ( 1. 3) (10.3) ( 1. 3) (6.4) (14.1) (1. 3) (77) (100. 0) 

〔身体的苦痛〕

表 ill-IKよると 、埼玉の場合で「体が苦し凶」の 37. 9 %、岡山では「治るかどうかわから左い」

34. 6婦が、それぞれ最も多〈回答されている。次位は、埼玉で「治るかどうかわから左い」の 24. 1 

%、岡山では 「体が苦しい」 の 14. 1 '!/Jで、ラナ 1位と丁度入れかわった形である。

ζのよう K、身体の苦しさや、治癒への不安在どの、疾病そのものKかかわる苦痛が、患者の悩みの

大半を占めているが、とのほか、埼玉で「生活が苦しい」 「その他」 「悩みなし」が、それぞれ 1o. 3 

%で芳5位K、また、岡山では「その他Jvcは 14. 1 %、 「社会復帰の見通しがつか左い」の 10. 3 % 

が続いている。

〔生活苦〕
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生活苦を訴えた埼玉の事例から、 1、2ひろってみよう。

事例 1: 7 0才の老婆。 4 1年 3月発病で、発病後全盲となる。 40才をとえる娘と 2人だけの

暮し心ため、娘が働いている。本来在ら、患者の世話をする人が、日中だけでも必要なととろだが、そ

の余裕が左い。患者は、昼食用Kと娘が傍K置いてい〈パンを昼K食べるのみで、あとは、・火事をお、そ

れでまった〈火の気のない、暗〈狭い（ 3室12畳）家の中で、 1人、終始、 じっと しでいる。

との例は、老人問題でもあ久保健行政の不備を示すも のでもあるが、それKしても、スモン病Kかか

らなければ、ととまでひどい条件がそろ5ととはなかったであろうと考えられる。もう 1例見てみよう。

事例2: 6 7才の老人。昭和40年 9月発病で、現在、足もとがなぼつか左〈、身体の均衡をとり

Kくいため、外出はでき左い。発病前は、J11口の鋳物工場の熔解工だったが、現在は失職。央さんが、

患者の発病直後、近所の工場K勤める よう Kなったが、身体が弱〈、休みがち左ため、その賃金と患者

の厚生年金とだけが収入のとの家の生活は苦しい。さらK、従来、持続保険で負担して来た医療費も、

そろそろ切れるので、生活苦も増すたろう。

とのようK、スモン擢患後の経過がよ〈左い上V亡、さらKスモンVてなったためK生活条件が悪化し、

一番の悩みとして「生活苦」をえらんだわけであるから、回答の比率が小さいといっても、決して軽視

できない内容を持つ。

「その他」の回答の内訳では、 「子供の世話が気K左る」というのが多いが、ζれは、主婦が発病し

たときに生じる問題と して、病人を抱えた家族の状況を理解する上で、見逃せ念い点の1つである。

2 地域からの疎外と家庭の崩壊

〔地域からの疎外〕

岡山で、 「その他」を回答した中では、 「世間K知られるのが》そろ しい」というものが45. 5 % vc 

ものぼっているが、とれは、岡山Kないてと ＜vc、“スモン伝染説 ”が謹厚K流布されたととと密接K

かかわDがあるようだ。事例をみよう。

事例3 ' 4 ' 5 : 

6 0才の女性と 24才の女性なよび33才の女性で、同一家族K属するが、事例5は、結婚して他家へ

出ている。発病は、それぞれ43年 1月， 43年 5月と開きがあり、と＜vc、事例5は、娘の尭病後は、

実家K戻ってい左い。

家族Kはーとのほか、かつて学校長であb、現在、市の文教活動の指導的地位Kある父と未婚の長男が

なD、中流以上の家庭である。

しかし、その家庭の社会的地位の高さKもかかわらず、比較的K重症だった母親がいたためK、長男

c縁談は数回流れた。その母親は現在全快しているが、 「正直左ととろ、もうスモンのとと Kは触れて

ほしく左い。治ったのだから、そっとして公いてほしい」という。 24才の娘は、軽症であったが、や

はb全快して菅の職場K戻っている。 しかし、 との人も、 「婚期でもある し、やっと癒えた傷Kまた、

さわるようなととはしてほ しぐない」という。事例 5<D方は、発病前は仕事を持っていたが、発病した
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ため退職している。

現在、市の方から年末に民生委員を通じて、 「見舞金」が配布されるが、母親は、とれKついて、「く

れるの左ら民生委員左どを通さ左いで直接に持って来てほしい。折角、人が何も云わ左〈左ったのK民

生委員が近所の人だから、また、 思い出されていろいろ云われる」と、市の処置の配慮の足D左さを怨

じている。

この事例Kも出ている よう に、近所の人達Kよる陰口ゃあてつけ、 いやがらせ、それがさらK、家族

。縁談ゃ就職の支障K在るといった類のととは、きわめて強〈スモン擢患者を傷つけたようである。

そして、との「地域からの疎外」は、階層K関係在〈ひきなとされていたのでもある。

このほかVL1b' 「商売Kも悪影響があった」 「近所の人が大変なそれている」 円中のよい友達も来て

くれ左 〈なった」 「退院しでも家K帰る左と云われた」 「村八分寸前だったJ「家作を出てほしいと云

われた」 「今でも白い眼で見られる」 仁息子夫婦Kも知らせてい念い」 「家の門の前を、人が逃げるよ

うに通ったJ「妹の縁談がだめKなった」 「家を売って立ち去れと云わんばかりの仕打を、近所の人達

にされた」左どの訴えが、全快者を含む多〈の患者から出されている。

との声は、スモン擢患Kよって、心を傷つけられ、生活を破壊された人々が、孤立したまま放置さ

れていた実態を如実K物語っている。

〔家庭の崩壊〕

そして、この、 「世間K知られることへのbそれ」は、岡山の場合、さ らK、 家族K対する気兼ね、

或は、家庭の崩壊の事実十てまでつらなっていく。表ill--I VL:io.，.いて、 「家族の無理解」を回答した例は

少ない。しかし、 との項目をえらばずK、 「社会復帰ができるかどうかわから念い」の方を回答した事

例で、次のような家庭の崩壊が背後の事情と してある。

事例 6: 

2 8才の女性。昭和 4 1年発病で、その後、視力低下、歩行困難を来た し、現在も入院中。 2年前K

離縁された。実家では父親が病弱のため生活扶助を受けていたが、患者が戻ってからは、医療扶助も受

けるよう にな った。付添料が出せず、母が患者K付添っているため、家Kは病弱の父を 1人置いている。

患者は、発病前は、地域の織物工場の工員であった。

との事例は、 「一番の悩みは？」という聞いK、 「社会復帰ができるかどうかわから左いJと答えた。

離籍例は、もう 1例ある。 40年K発病してのち、生活保護を受けられる条件K適合す，ムょう Kと、52 

才の女性が離婚している。視力低下、自力歩行困難で入院中であるが、帰る家が左い。との事例も、

「一番の悩み」を、 「社会復帰ができるかどうかわからないとと」と答えた。

われわれの今回の調査Kよっては、発病K伴う離縁を経験した例は、女性K限られていた。 主婦Kと

っては、大病Kかかるととが、男性にとって工りも、さらK大き左損失というととであろうか。 しかし、

未婚者について云えば、男性の場合でも、本人の発病の場合はもとよ Dのとと、家族内に発病者むいる

場合でも、縁談がまとま DKくかった例は、われわれの調査K工つでたしかめられておφ、との点では、

「
「
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あまり性差がないよう であった。

ととるで家庭内Kとの よ今念悲劇が生じている患者の多ぐは、われわれが 「悩み」を質問したとき、

「世間K知られるととへの恐怖」を回答している。 しか し、ととK見た離婚を経験 した2人の重症の女

性は、 「離婚の悲しみ」ゃ「家族の無理解」を挙げずK、また 「身体の苦しさ」ゃ「治癒への不安」さ

え選ばずV亡、 「社会復帰の見通しの左さ」を一番の悩みと して答えた。 ζ とKは、 「地域からの疎外」

や「家族の無理解」， 「身体の苦しさ」 「治癒への不安J ，そして「社会復帰の困難」という幾重もの

苦難が集中している。そして、との重石の下にあって、患者は、 1つだけ選べと云われ、生きてい〈た

めK最低必要左条件と しての「社会復帰」の項を選んたというわけである。

〔1－悩み」の社会的特性〕

との 2例Uても あらわれ、また、 「地域疎外」例Kおもいてもみられたζ とでるるが、量的Kは少ない回

答例f'L:;t,~l,t') て、 深刻左問題が重積しているととには留意 してなか在ければ左ら左い。それは、 多〈 、 社

会的側面Vてかかわる「悩み」である。

スモン問題の社会的側面としての「社会復帰の不安」ゃ 「家族の無理解」、 「職場の無理解」 、 「そ

の他〈地域からの疎外〉」を率から去って多〈 えらんだ岡山の患者の場合、埼玉の患者よDも、精神的

念傷つき方が深刻左例が多いととを示唆するであろう。 岡山 f"(:;t,~ いて 、 発病者の地域集積

性が高いζ とや、 傾向と して重症者が多いこと、岡山を極端K閉鎖的在地域とレ..， 5患者も凶た、両地域

の行政体ゃ医療機関の対応のしかたがちがう左どが、原因の一部をな して、 両地域の患者の「悩み」の

あらわれ方を巽左らしめたのであるう。この点は、今後、さらK究明を進めるべき課題の 1ヲ と考えら

れるが、 ζ とでは、現在までK得られた資料でわかる範囲の分析Kとどめてなきたい。

次Vてそれを見ょう。

第 2節 社会復帰の実情と尚遍点

つぎK、スモン問題の社会的側面の中の、社会復帰の実情と問題点Kついて、少し詳 し〈みてみよう。

1 復 帰 の実情

社会復帰の実情については、表m-2 :t~ よび表m - 3f'L: よって知る ζ とができる。

表m-2 患者の前職内容

！－＞と
農 商 専 管 事 肉 主 無 わ ~孟4． 

務 体 コ色、
門 理

労 ヲヨ
ら 計
左

業 業 職 職 働 働 言語 職 レ可 生

5 2 3 1 0 4 4 2 9 
埼 玉 （%） ( 34) ( 69) 日03) (345) (138) (13B) 一 (100.0) ( 17.6) 

1 1 8 ？ 9 30 8 2 7 8 
岡 山併） 。1.5) ( 1. 3) (11. 5) (38.5) 。0.3) ( 2.6) (100.0) (14.1) (10. 3) 
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表ill-3 患者の現職内容

＼＼ 職 農 専 管 Z事 肉 主 無 わ

ー－』

、 務 体
-j;ミ

地＼ 、業 門 理
労 労

ら 計
念

域、＼＼ 業 ＂払~ 職 職 働 働 婦 職 ν、 生

埼玉悌）
3 2 3 6 7 7 29 

一 (10.3) ( 3.4) ( 6.9) (10.3) (20.7) (24.1) (24.5) 一 (100. 0) 

6 7 5 5 1 4 1 6 22 2 78 
岡山（効（ 7. 7) （玖0)( 6.4) ( 1. 3) ( 6.4) (17. 9) （泊.5)(28.2) ( 2.6) (100.0) 

L無職者の増加〕

まず、目立つのは、岡山Kないて、発病前は無職ゼロであったものが、発病後Kは 28.2 % vcも増加

しているととである。との無職への移動者は、発病前K肉体労働者であったものが 54.5 %、農業従事

者だったむが 18.2%、事務労働者、専門職従事者、商業従事者が、それぞれ呪 1%という内訳である。

症状男IJの内訳では、 「全快」の 3.8 %、 「軽快」の 27. 6 %、 「不変」の 42. 9 %、l悪化jの77. 8 % 

が、発病前の有職者から発病後の無職者K転落している（表m-4)

表ill-4 患者 C現職と症状の掛け合せ（岡山〉

全 軽 不 悪

計

’快 i快 変 イヒ

農 業 4 。 6 

商 業 3 2 7 

専門職 5 。 。。
5 

管理 職 。 0 。
事務労働 4 。 0 5 

肉体労働 7 6 。1 4 

主 婦 3 9 3 1 6 

無 職 8 6 7 22 

わからない 。 。 。。。
一栓喜 生 2 。 。。 2 

言十 2 6 2 9 1 4 9 78 

とれらのととから、岡山Vてないては、肉体労働者ゃ農業従事者左どの、重労働従事者の社会復帰がい

ちじる し〈遅れているとと、また、症状で凶う左らば、 「悪化」の復帰率がきわめて悪〈 、 「軽快Jvc 

ないでさえ、 3劃近〈が復帰できずK凶る実情がわかる。 しかも、乙れは、埼玉K沿いても「無職」が
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1 0. 3 %も増加という類似の現象と念つであらわれている。埼玉の場合でも、前職が肉体労働、商業専

門職であるむが各33. 3 %、症状では悪化者が 10 0 %であb、 「悪化JVLきびしい状況であるζ とが

出ている。

〔主婦の増加〕
． 

つぎK、両地域とも、発病後K主婦専業者が 10 %必L上増加しているととがある。前職Kついては、

埼玉で、肉体労働者66. 7 %、商業従事者 33. 3 %、岡山では、肉体労働者62.5 %、事務労働者12.5

%、専門職従事者 25%とい今のが、現在の”主婦専業者 ”の内訳である。 ナ左わち、との場合も、無

職への移動の場合と同様K、肉体労働者からの移動が圧倒的K多いというととは、との職業が、スモン

K擢患 したがための、やむを得左い変化であったととを示すものでは左いだろうか。

2 社会復帰の障害

それでは、患者自身は、社会復帰上の障害をどのようKとらえているのだろうか。表III-SVCよって

それを見よ5。

表III-5 社会復帰の最大の障害

陣 働な 身 家 職 相在 そ わ 主

くく 障 族 場 談い ヵ、

地 害 気左 者Vt ？孟
の の 相 乙

ら 計
無 無 手と の

力っ つ 理 理 の 左
域 がた た 解 解 レ3 他 レ、 し

2 7 4 1 3 2 9 
埼玉併） ( 6.7) (24.1) ( 3.4) ( 3.4) (13.8) ( 3.4) (44.8) ( 1 0 0. 0) 

岡 山（錦
1 2 32 4 1 0 2 1 6 7 8 。5.4) (41.1) ( 1. 3) ( 5.1) ( 1. 3) (12.8) ( 2.6) (20.5) ( 1 0 0. 0) 

〔身障者K在ったと と〕

患者が、障害の最大のものと してとらえるのは、埼玉、岡山ともK、 「身体障害者になったとと」で

ある。と ＜vc、岡山でとの比率は高い。 1節の 「悩み」の場合と同様の傾向であるが、社会復帰をする

上では、身体上の問題は、よ担直接的K、まさに「障害」として、患者の上Kのしかかる。

崩犬月りで見ると、岡山では、 「軽快」の58.6 %、 「不変」の 50. 0.%、 「悪化」の 77.8 %がとの項

目を回答している（表III-6）。 「悪化」の場合の高い比率は、ある意味で当然の結果であるとしても、

「軽快Jvcないてまで身体的欠陥がとれほどK、復帰の障害とみ念されているととは重大である。埼玉

の場合Kは、との項目Kついて回答したのは、 「軽快」の21. 4 %、 「不変」の 5o. 0係、 I悪化」の

33. 3 %であb、 「不変」は、症状と しては、軽症から重症にまでわたるものであると考えるならば、

ととK出た数字は、比較的に妥当な線であるといえよ う。

埼玉と比較すると、岡山になける［軽快」の6割近〈が、身障者VCi.lったととを、社会復帰の障害と
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しているのは 、やは夕、異常K高い数値であるといえよう。との背景Kは、 1節でも触れたととであ

るが、スモンを、伝染病として認識し、スモン患者を、伝染病患者と して忌避し疎外したといわれる岡

山地域の特性が働いていると考えられる。 しかも、との項目を回答した「軽快」の半数は、実際Kは復

載したb、職場を換えて就職した りして、社会復帰をしているのである。それでも左なかっ、 「身体障 え

害者Jvc在ったととKとだわるのは、彼等を受入れる側K問題のあるととを示唆するものではないだ

tううか。その実態は、たとえば、 「勤務先Kはスモンだというととをかくしている」 「勤務先で5人発

病したが、自分はかかったととを云わ左かった」 「主婦兼工員。今でも近所の人が白い眼で見る」 「主

婦。近所の人が大変なぞれている」という発言左どKよってもある程度推測されるが、スモンが伝染す

るという説が流布されたためK、軽症K在っても、伝染をなそれで、その社会復帰をかた〈左にとばむ

綜囲気が、地域Kも、職場にもあるという ζ とが、 1つ指摘できるだろう。とれが患者を萎縮させ、身

障者K在ったとと、ナ左わち、との場合は、そもそもスモンにかかったととを、復帰の障害としてえら

ばせたものであろう。また、 1つKは、身障者K適した職場を準備する配慮が、行政体K欠けていたの

だとも云えるだろう。そしてまた、そういう配慮を行政体KさせるためKは、との地域は、患者に対す

る暖かい思いやbを、 あま 9vcも欠いていたのではないだろうか。

とのような中での社会復帰は、決して容易なものではなく ‘たとえ復帰しているにして も、多くの問

題をはらんでいるであろうことは当然予測されるととである。

岡山Kないて、「働〈気力がなくなったJを復帰の障害とする率も埼玉にくらべると高い。とれはやは

り、スモン伝染説の流布とそれに伴う社会的反応が、患者から復帰への気力を奪ったものと思われる。

さらに、 「職場の無理解」を復帰の障害とする回答例がとれK加わる。

との項目を回答したのは、 1節の「悩み」のととうでも「職場の無理解」をえらんだ回答者と一部分

重なっている。 「悩み」 の場合は、全快者80.0 %，軽快者2o. 0 %の割合で、との項目をえらんでな

り、いずれも発病中K、職場や地域からスモン患者というととで、差別的な待遇を受けた経験の持主で

ある。それは、たとえば、 「地域からも、勤め先からもなそれられた」 rもとの職場でできた友達を失

走ったJ 「スモンかどうかわから左いのだが、妻は、近所の人や、職場で皮肉を云われた」左どの尭言

Kあらわれている。 したがって、 「職場の無理解」とは去っても、その地域全体と しての無理解が、前

提としてあb、その上K立って、職場もまた、地域の一般的傾向と、対応を一・VCするというととなので

ある。

「社会復帰の障害」の項で、 「職場の無理解」をえらんだのは、 「全快」 75. 0 %・，悶：変J2 5. 0 

%であb、 「全快」は職場K復帰している。

ととうで、埼玉の場合は、ほとんど半数K近い患者が、 r復帰の障害左 し」 と回答しているが、とれ

はほぼすべてが、現実K復職している例である。しかし、 同様の復帰率を示し左がら、岡山VCi>＇いては

ととK見たよう K、復帰を受け入れる社会の側K問題点のあるととを示唆する回答のえられたとと Kは、

ζの地域K、スモン問題K対し特別な対応があったととを示して もいるだろう。
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表 ill-6 復帰の障害と 症状の掛け合せ

三三ご＼
全 軽 不 悪 わ

カョ

ら 言十障 状
在

害 快 J快 変 化 レ、

働〈気力がなく在った 2 2 

身 体障害者K左った 3 3 7 

家族 の 無 理 解 。 。
埼 職 場の無理解

相談相手がい左い 。
そ む 他 3 4 

玉 わ ii> ら な レ、 。
1.l し 4 7 。 1 3 

計 5 1 4 6 3 2 9 

働く気力がな〈在った 4 6 2 。 1 2 

身体障害者Uてなった 1 7 7 7 3 2 
ドー ー

家 族の無理 解 。 。
岡

職場 の 無理 解 3 。 4 

相 談相手がいない 。 。
そ の 他 6 2 1 0 

山
わ 台、 ら 在 レ、 。 。 2 

な し 1 0 4 2 。 1 6 

言十 2 6 2 9 1 4 9 。 7 8 

第 3節 マス・コミの報道

1 マス．コミの報道の実態

前2節K会いては、患者の悩みや苦痛bよびそれらを規定 している諸条件Kついての分析を試みたが、

ととでいう ”条件 ”の 1つK、マス・ コミの報道のあD方も入れられるであろう。他の、同じよう K原

因不明で多発する疾病の念かで、とく Kスモン病のみが大きくと bあげられ、原因究明C作業が進めら

れるようになったのは、 1つKは、初期Vl:.:j:,~いて伝染性疾患で念いかと疑われ、 その対策が急がれた

とと、また、 1つには、スモンの会を中心とする患者の側からの強い働きかけがるったととが要因とし
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てあげられる。そしてとの 2点を推進し、問題を社会的K広める上で、マス ・メディアは、良い意味で

も悪い意味でも、一定の役劃を果した。

とれまでK見て来た患者の悩みや苦痛が、マス・メディアの報道Kよって、さらK強化されたととは

十分K考えられる。たと えば、クイーノレス説 が確定したわけでは左いのに、それを大々的K報道し

て、いたずらK感染の恐怖をかきたてる役割を果した朝日新聞（昭和 45年 2月6日付他〉の例はその

典型である。 マス ・メディアの流した感染説のためK、患者の多〈は地域から白眼視されて、村八分K

近い仕打を受け、或は職場から、また、或は家庭から追放された。その実態の一部は、とれまでKも、

幾分、紹介してきたつもbである。

2 患者 の マ ス ．コ ミ観

とのようなマス・ コミ の役割を、患者はど5とらえているだろうか。表Eー7を見ょう。

表m-7 マス・ コミ の 報道をどう思うか

感 正 b ほ者〈 扱迷 不スタ そ わ
確が ぼへ い惑 正が カミ

想、 えf乙 正の ヌう： 確多
ら

地 報か 確配 大 なく の 計
道つ だ慮 げ ニ被

な
域 でた がを さ ュ害

あ 患失 で lあ 他 レ、

埼玉（¢）
7 4 6 5 4 3 29 

( 2 4. 1 ) ( 1 3. 8) ( 2 0. 7) (17.2) (13.8) ( 10.3) ( 1 0 0. 0) 

岡山併）
9 1 5 3 0 1 6 4 4 7 8 

(11.5) ( 1呪2) ( 3 8 5) ( 2 0. 5) ( 5.1) ( 5.1) ( 1 0 o. 0 ) 

埼玉の場合、報道を、 「正確であDがたいJとするものが 24.1 %いるが、 「報道が患者へむ配慮を

欠＜J、 「大げさな扱いで患者が迷惑J、 「不正確左ニュースが多〈、患者が被害を受けた」左どの、

報道の問題点を指摘した回答は、合計すると st1 %vcも在る。 とれが岡山になるとさらK著 し〈左 b、

問題点があるととを指摘した回答は、合計78. 2 % vcものぼる。

とれを症状との関連で見ると、顕著左現象と しては、岡山の場合、 「全快」の57. 7 %が、 「大げさ

左扱いが多〈 、患者が迷惑」と回答し、 「患者への配慮が足 b 左~J ;I:.• よび 「不正確在エユース多〈 、

患者に被害」という回答を含める と、実K、 「全快」の88.4 %が、マス ・コミを批判する回答をなと

走っている。とれは身体の傷は念会っても、マス ・コ ミが書き立てたとと Kよって受けなければ左ら左

かった心の傷は、癒えるととがない現実を、明確K示しているといえよう。

新聞記者から何度か インタビューされ、 3［§くらい HAさん Hとして紹介された患者が、「自

介が何も話さ左かったとと、たとえば、立校の友達から白い眼でみられるというととが、さも自分が話

したかのよう K普かれてとても迷惑した」と語った女子高校生の例、 自分がスモンだったととをかく
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し続けているという年輩の女性が 「マス ・コミ は患者への配慮が足b念lr>o Aさん、 Fさんな どとして

、ても、 写真を出せばすぐわかる。破談、その他気の毒なととが多かった」と取材の技術面Uてついて批

判 した例 、 「新聞左どの報道が大げさだったのでひどく迷惑した。 一般の人が、スモンはj;...そ

ろしい病気という印象を持って し主った。 今で も、あまbスモンだ左どと云われると、娘や息子の縁談

Kもさ しっかえる」と初老の婦人が、生活を破壊した元凶的在役割を果 したマス ・メデ ィア陀対して非

難 した例 な ど スモンのととがニュースK左るたびK患者達は、文字どなbH生命の縮む H思いをし

かたのだ。

とのよう K、マス ・コミが何か報道すると 、それが必ず、患者の周囲の人々の、患者K対する仕打K

出2かえるため、もう取材はどめんだという極端左調査拒否もあらわれて£ゆ 、われわれはそれを経験

させられるはめに在った。す左わち、われわれ調査班の宿舎K電話を入れて来て、 「今までK新聞や雑

誌が来るたびK、近所の人からいやがらせをされた。なそうし〈て しかたが在いから、ど志、か釆なlハで

ほしい」という例があったのだp 何とかしてとの患者Kは逢ったのだが、そのときとの 27オφ若い主

婦は、マス・ コミ ・アレノレギーについて次のようK語 った。 「新聞やテレビでスモンがうつると報道さ

れたので、近所の人達K出て行けがしのいやがらせをずい分された。知らない間K家（新築2階屋）vr. 

値段をつけて貼D出されて、不動産屋が買いK来てびっく bしたとともあった。新聞記者や雑誌記者K

もいろいろ話をしたが、それだけのととで、何Kも左ら左かった。もう 、人K逢いた〈ない。それK、

新聞や雑誌のニュ ース は、不正確で非常K迷惑した」。

公害病やサリドマイト＼ カネミ抵症患者、森氷ヒ素ミノレク中毒者などの場合と同様に、スモンの場合

も、原因不明の時期が長かった。またiとれも前者と同様Kスモン患者も、奇病、業病、恥ずべき病、

伝染病などの汚名を着せられていた。しかし、前者Kついては、最近単なる事件と してではなしゆえ

左く して人権や生活を破壊されたこれらの犠牲者を、むしろ支える よ5な報道を していぐべきだという

ととが云われはじめている。との考え方は、スモンK関する報道Kついても、そのままあてはめられる

であろう。

第4副 長師以外の療法への依存

オ 依存の度合と 評 価

身体の苦 しさ、治癒への不安、職場の無理解、地域の無理解そしてマス ・コ ミの流す感染説左どに

追われて、患者の多くは、民間療法左ど医師以外の療法K、逃け・道を求めた。

表.m-sより、医師以外の疲法に頼ったものが、埼玉7で3z 9 %、岡山では40. 0 労ある ζ とは、高

い依存率といってもさし勃えないだろラ。そして、埼玉では45.5%、岡山では77. 4%がとの療法を受けたこと

で何らかのフ・ラスがあったととをみとめている。 ただ、ζれらも、内容月ljkみてみると、第I章司＇3節でヂ酎荷したよ
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うに、（1)“ハリ、先 あんま、マ シサージ ”などの、わが国に伝統的な医療技術K依存するもの、（2）漢方薬

~ど民間療法K よるもの と 、 （3＼創価学会左どの宗教への依存の場合の 3 種類があ b 、 患者の信頼度には、

との各’々 について、微妙な差異がみうけられる。

表III-8 医 師以外の療法への依 存

依存の あ な わ
台、

有無 ら 計
地域 在

!J し し、

埼玉 （%） 
1 1 1 8 29 

（る7.9〕 ( 6 2. 1 ) 一 ( 1 0 o. 0) 

岡山 （%） 
3 1 46 78 

( 4 0. 0) (5呪0) ( 1. 1 ) ( 1 0 0.0) 

表III-9 医師以外の療法の効 用

治立 治立面 療治 !IL つ 治 マた そ わ
療 つ 療たで もた 療 イげ ヵ、

用 !IL K左プ K役 やナと
言十も た はいラ も立 精ス左 の ら

地 直 直がス 精た 神ゃっ
左接 接精 神左 面さた

域 役 役 神 面か でま 他 レ、

埼玉併）
3 2 4 2 1 1 

(27.3) ( 1 8. 2 ) ( 36. 4) ( 1 8. 2 ) (1 0 0.0) 

岡 山併）
1 2 1 2 4 3 1 

( 3 8. 7) ( 3 8. 7 ) ( 1 2. 9) ( 3. 2) ( 3.2) ( 1 0 0.0) 

表III-9は、種類月IJの利用状況を示したもので、埼玉では、才（1）の種類（ 54. 6 % ）と才（3）の種類

( 2 7. 3 % ) J:,~ よび両者の併用 （ 1 8. 2 % ）という内訳だが、岡山では、埼玉でみられ左かった方位）の

種類の漢方薬左どの服用が、フナ（））の種類の宗教機関の利用と並んで最も多い（各 2虫 o%）ととがわかる。

それぞれについて、どの程度役K立ったと患者が見ているかというととは、表m-1 o K示されてい

るが、埼玉、岡山ともに、ハ リ・灸K対して評価がきびししあま b役K立たないか、マイナスとみ左

されている傾向がつよいととがわかる。 とれK反して宗教K対ナる信頼感の強さは、埼玉、‘岡山K、そ

れぞれ、実際の治療面でも有効とみなしているのが 1例づつだがあるとと、精神面ではプラスというと

とKなると、埼玉では 5例中 2例が、また岡山では9例中6例がとC回答 をえらんでいるととから明

確である。
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表Eー10 医師以外療法受診内訳

ぬマ ハリ、 灸
漢方薬2昨日をど 宗教機関左ど 併 用 言十マシサージ類

埼 玉
6 。 3 2 1 1 

( 54. 6) (27. 3) ( 1 8. 2) ( 1 0 0. 0) 
ドー

岡 山
8 9 9 5 3 1 

( 2 5. 9) (2 9. 0) (29. 0) ( 1 6. 1 ) ( 1 0 0. 0) 

表m-11 医師以外療法の効果

地域 話kぞと ノ、リ、灸
漢方薬など 宗教機関など 併用 計マジサージ等

治療に直接効果あb 2 3 

精神面陀はプラス 2 2 

役立たず 2 2 4 

埼 玉 むしろマイナス 2 2 

その他

わからない

言十 6 。 3 .2 1 1 

治療に直濃効果あb 4 3 4 1 2 

精神面ではプラス 5 6 1 2 

役立たず 2 4 

岡 山 むしろマイナス

そ の 他

わから左い 2 

計 8 9 ？ 5 3 1 

2 民間療法への依存を生む基盤

ζζにみられたよ う在、 患者の医師以外の療法K対ナる強い依存度は、 方 I 章~＇ 3節でもふれた

ことであるが、 1つKは医療機関にかかっても、はかばかし 〈回復しないことなどK由来する医療機関

への不信感 、 また、 1つは、それでは何を頼bにすればいいのか、ワラでもいいから頼bたいとい

う不安 ・孤立 ・焦燥左どから出て〈るものと考えられる。次のような事例は、その顕著左例である。
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事例 7: 

2 7才の女性。既婚。 6才の女児あれ

莞病は44年5月。その4年前、出産後の肥立悪 〈、子宮を摘出。その術後が、無理もたたって臣復

が悪かった。

発病時、入院先の病院で、 ある医師は「ヌモン」 と云い、また、別の医師は、 「大腸炎カタノレ」と云

い、また、足りの医師は、 「スモンも大腸炎カタJレも同じよう左ものだから、 あんたは、スモンだと思っ

ていればよい」と云った。

入院時期

4 4年 3月へ 4月一ばい

4 4年 6月へ 7月一ばい

4 4年 8月へ 11月一ばい

4 5年 4月（入院）

との退院は、いずれも、入院していても念辛子らず、家のととがすどく気Kなったので自分からしたも

の。同商院にいると、ななる病気もなお‘ら左いという感じだった。 入院のたびκ病状は悪化した。それは

ほかの人も同じ。

医者がたよ bk左らないので、ワラをもつかむ思いで霊友会の信心K入った。精神が少しでも休まれ

ばいいJc 

地域から疎外され、治ゆへの見通しもたえず、頼みの綱の医療機関も信用できないと左ったときK、

患者が探bあてたのが、宗教であb、漢方薬であb、伝統的医療技術であったというとと、そして、そ

れらの多くについて、効呆の面で高い評価が与えられているという ことは、現代の医学K患者たちが大

きな疑問と不信を持っているととを示すだろう。

しかし、とのよう左逃げ道は、あくまでも個的左ものであり、解決もまた、個々人のレベルでしかな

され左い。問題の大局的在解決のためには、患者の力を結集するととが必要である。つぎKとりあげる

「スモンの会」の結成は、との点を推進する上から云って必．然、的左出演であり 、そむ活動は、患

者が個人的に医師以外の療法で得ていた”かりそめの解決 ”を、より現実的Kそして組織的なものに高

める上で大き在役割を果した。

それでは、 「スモンの会Jireついて見ていとう。

第 5節 「スモンの会』の動向と患者の期待

1 スモンの会の動向

スモン患者の組織は、昭和46年 5月の時点で、全国組織としての”全国スモンの会 ”の下K、 23 
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の各地のスモンの会（支部）、1ブロ ック患者の会（東北スモンの会連合）の結成 ・活動をみている。

昭和 30年代の初めK初期の患者発生があってから、10数年間奇病 ・業病K擢った者として、ほとん

ど救済策らしきものも念いまま K放置されてきたスモン患者が、同じ悩みや苦しみを持つ者同士の集1

bをもち、それを軽諒していとうという動きが、昭和42年頃から、みられるよう K在った。との年、

山形県米沢市、宮城県、埼玉県の各地V'C＂ス モンの会 ”の結成があb、続 ＜4 3年Kは、前橋市、岡山

県一新見市、湯原町等の多発地域K結成されている。 44年 ・11月Kはそれまでの各地のスモンの会の

活動を基礎として、代全国スモンの会 ？が結成されるK至った。以後、支部の結成は進み、前掲のとな

bの数字K左っている。 ”全国スモンの会 ”及び支部は、スモンの原因究明、治療法の確立、治療費の

軽減等を誼い、行政体、研究陣；マスコ ミ等の各方面への働きかけを通し、” スモン調査研究協議会 ”の

設置、各地でのスモン患者への身障者手帳の交付をと bつけたり等々、患者自らの生きていく道をきり

ひらきつつある。また、患者同士の交流を通じ、 治療K関ナる情報交換、闘病生活の中での励し合い等、

直接の会合をもっととで、また会報によって、その機会を設けている。

2 スモンの会への加入の有無

上記のよう念”スモンの会 ”の動き K、今回の調査対象地域と在った埼玉（戸田、蔵、 JII口）、岡山

（井原）地区の対象者はどう対処しているであろうか。まず両地区の大きを相異点は、埼玉地区Kは、

中島病院スモンの会が存在しているが、岡山（井．原〉地区Kは、地区のスモンの会というものは現在ま

でできていない；というととである。次K、” スモンの会”への加入状況は、下の表K示ナょう Kなって

いる。

表ill-1 2 

加入している 加入していない その他 わからない 計

埼 玉 ヲ 1 7 。 3 2 9 
（戸田・蕨 ・JII口） (31. 0) ( 5 8. 6) (1 0. 3 ) ( 1 0 0. 0 ) 

岡 山 3 7 1 2 2 7 8 
（井原） ( 3. 6) (91. 0) ( 2. 6) ( 2. 6) ( 1 0 o. 0) 

そのうち、岡山地区の加入している－ 3名については、” 全国スモンの会 ”K直接加入しているもの

である。

代スモンの会 ”に加入した理由をみてい〈と、埼玉では以下のものがあげられている。 「病院からの

勧誘」 ・「原因究明がどのよう K進展しているのか知bたい」 ・「同じ悩みを持つ患者同士の励し合い

の場をもちたい」・「生活 ・医療の保障を組織を通して国に働きかけたい」。その中で、 「病院からの

勧誘」が加入者？名中5名を しめ、当地のスモンり会の性格の一端として、病院が患者サービスの一環

として、担当医師との話し合いの場をつく b患者同士の話し合いの場を設けるため、スモンの会の組織

づ＜!J Vてあたったととが伺える。岡山（井原）の入会者5名は、新聞、雑誌を通じ、‘ 全国スモンC会 ”
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の存在を知り、 「手をつないだ闘病が必要と思 った」等の理由で力日入している。

他方、加入してい左い理由としては、埼玉では、 「病院から誘いがない」 ・「会の存在を知らないJ. 

「スモンでは左い」 ．「わからない」が多〈あるが、むしろ問題と念るのは、組織の必要性は認め念が

らも、 「1人で外出できない、行ける左ら皆と意見の交換をしてみたい」 、 「車賃が大変」・ 「重症の

時は会に出席する気力なし」といった形の”身体の不自由 ”をあげた者3名、また「人Kスモンと知ら

れたら因る」 2名という数の方ではなかろうか。

岡山では、会K加入してい左い者の大半が、 「井原Kはスモンの会がないから」 、 「会のととを知ら

左い」を理由としてあげている。そのうち、入院患者を含めた、現在も治療中の者の中に 10名前後、

「会があったら入りたい」という考えを出している。その一方では、l治l母、i軽’均したとl兵器亡は、「スモン

K擢ったととは今でも隠しであるJ .「元気K念ったから関係左い」という形で会があ ったとしても、

加入し左い、したくない傾向がみられるの岡山（井原）地区Kも、昭和43年から 44年Kかけ、患者

が多発した時期と合わせスモン患者の会をつ〈るうという動きが市民病院入院曹、者を中心K強さったが、

次K掲げる理由で、今日K至るまで患者の会は組織されないまま K終っている。 「リーダーがいなかっ

た」 ・「若い患者K積極性がなかった」 ・「重症患者は逆Kいやがった」 ・「スモンと名のるととの恐

れ」 ・「身体の不自由さ」。

前VC'＇社会復帰の実情と問題点 ”等の沼目で指摘した、感染説が流布され、地域でも、職場でも、患

者の社会復帰が困難念状況の中では、同じ境遇Kある者同士で手をと b合うよ b、個人で内面的K解決

ナる姿勢、地域からの疎外をできるだけ免れようとする面が、殊Uて強〈出てとざるを得念いのであろう。

（「周囲K絶対知られたくない」 、 「人の集 .！：＞ (IC入りたくない」 、 「気が波入るので忘れるよう Kして

いる」、 「どう Kも走らない」 〉岡山（井原）地区での 5名の”全国スモンの会 ”加入者についても、

敢えて井原でのスモンの会結成の呼ひ．かけたb等の具体的活動は末だみられていない。

3 スモンの会への要望事項

eスモンの会 ”への要望事項については、会に加入している者、いない者で差はさして認められず、

加入してい在い者からも、” 現在は、スモンであるととを周囲K知 られたら困る ”が、スモンの会への

要望事項は多〈出訊て材 、スモンの会の活動の評価をある程度しながら、それでも且つ自らはそれにと

びとんでいけ左い苦しい状況Kある患者がか左bみられる。 ”スモンの会 ”への要望事項を整理する

と、 「早〈原因を明らかKし職場へ戻れるよう K働きかけて欲しいJ .「保護対策より金を使って治療

法をさがすよ う働きかけて欲しい」 ・「医療費 ・生活費の保障をするよう K固に働きかけて欲しい」と

いうよう左形で、行政体（国 ・厚生省）(IC働きかける役割を期待し、一方では患者聞の種々の情報交換、

励し合いの場として期待するむきもある。〈「同じ病気の人遣が自分はどんなととをやって良〈左ったの

かという ととを会を通して聞かせて欲 しい。 また、それらの人がどん左仕事をやっているのか、出来る

のかということも〈社会復帰について〉」、 「も っと健康になった人Kも出でもら った方がよい」 、ri.~ 
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互いK励ますととが必要」）。

また、現在のスモン対策への不満から、 「国の責任を追求する圧力団体として動いて欲しい」 、 「も

っと政治的K動いて欲しい」、 「圧力団体なら加わってもいい」という意見も少数ながら出されている。

岡山（井原〉地区で、特K”会があったら入会したい”という者の中K”全国スモンの会 ”の連絡体制

を密Kして欲しいという意見も多くみられる。

第 6節 国〈厚生省 》およびスモン協議会への要望事項

1 国〈厚生省〉への要望事項

次Kは、調査対象者が、今回、国（厚生省）なよび「スモン調査研究協議会JVLもっとも強〈要望し

ているととや注文しているととなどを尋ねてみた結果をみてみるととにしよう。とれらKついてはお、の

訟の「いまあなたが、国（厚生省 ）VL:もっとも要望したいことは左Kですか」 「「スモえ用査研究協議

会Jの仕事やとれからの方向Kついての、あ左えのど意見をお明かせ下さい」という形で質問をして自

由回答方式で答を得たあと、その主左ものをまとめてみたのであるが、その圧倒的多数が「原因の究明」

（以下「原因究明Jと略す）「治療法の確立」（以下「治療法」と略す）「医療費負担の軽説、生活の保

障、経済的援助」（以下 「費用負担」と略す） VL関連するものに集中した。

とれをまず国K対ナる要望からみてみると（表m-1 3 ）、埼玉ではもっとも多くから寄せられた発

言は「治療法」の6名（ 2 0. 7 % ）であ b、とれと「治療法＋原因究明JC1_) 3名（ 1 0. 3 % ）たよび I治

療法＋費用負担」の5名（ 1 0. 3 % ）を加えると、治療法の確立Kふれた意見は41. 3 %の多き Ki童は。

表m-13 国（厚生省〉への要望事項

埼 玉 岡 山

実数 % 実数 % 

原因究明（原因の究明〉 2 ( 6. 3) 1 1 (1 4. 1) 

治療法（治療法の確立） 6 ぐ20.7) 4 ( 5. 1〕

費用負担（医療費負担の軽誠、辻活の保障、経済的援助〉 5 (17. 2) 2 4 (3 o. 8〕

原因究明＋治療法 3 (10. 3) 9 ( 1 1. 5) 

原因究明＋費用負担 ( 3. 4) 1 1 ( 1 4. 1) 

治疲法＋費用負担 3 (10. 3) 3 ( 3. 8) 

原因究明＋治療法＋費用負担 。 2 ( 2.6〕

その他 3 (10. 3) 3 ( 3. 8) 

左し. N .A. DK 6 (20. 7) 1 1 (1 4. 1) 

計 29 。00.0) 7 8 (1 0 o. 0) 
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他方 「費用負担」は5名（ 17.2%）で、とれと「費用負担＋原因究明」の 1名（ 3. 4 % ）なよび

「費用負担十治療法」と答えた 5名（ 1 0. 3 % ）を加えると、医療費の負担や経済的援助を求めるもの

は30. 9 %程度と在っている。

そして埼玉では比較的少左かったのは 「原因究明Jil) 2名 （6. 3 % ）で、とれに「原因究明＋治療法

の確立」の5名（ 1 0. 3係〉と「原因究明＋費用負担」の 1名 c3. 4 % ）を加えても、それは 20 %程

度Kとどまった。

とれらに対して、岡山の発言でもっとも多かったのは、 l費用負担」の 24名 c3 0. 8労）であ b、

とれと「費用負担＋原因究明」の 11名と 「費用負担＋治療法」の 3名 c3. 8 % ）、さらK「費用負担

十原因究明＋治療法」の 2名c2.6 % ）を合せると、との医療費負担の軽誠や生活の保障、経済的援助

K関連するものは、 51. 8 %と半数以上の人たちから出されているものであるととが分かる。

とれに次ぐのが岡山では「原因究明」 の 11名（ 1 4. 1 % ）で、とれと「原因究明＋治療法」の？名

( 1 1. 5係〉と 「原因究明＋費用負担」の 11名（ 1 4. 1 % ）なよび「原因究明＋治療法＋費用負担」

の2名（ 2. 6 % ）とを加えると 42. 3 %と、とれも 4割強の人々から求められているといえる。

との反面、岡山では「治療法」というのは比較的K少なし 4名c5. 1 % ）で、とれを「治療法＋費

用負担」の 5名（ 3. 8 % ）、なよび「治療法＋費用負担＋原因究明」の2名 c2. 6係〉を集めても 33.0 

%と、 3分の 1程度Kとどまった。

17 .:t~、 との国（厚生省）への要望を「病気の経過」とク ロスさせてみてみると 、 埼玉では、 「軽快」

と「悪化」と答えたもむで治療法の確立をもとめるものが高〈 、 「全快」で費用負担の軽減をという傾

向がみられたのに対し、岡山では一様K費用負担の軽棋をもとめるものが強〈、病気の経過による差異

はあまb明確では左い （表m-1 4 ）。

2 スモン調査研究協議会への注文

次には「スモン調査究究協議会」への注文を整理してみた結果では、と込では埼玉では「原因の究明」

と「治療法の確立」を、そして岡山では「原因の究明」を求める声が強〈在っている （表m-1 s ) 

ナ左わち埼玉では「原因究明」と 「治療法」 K関連する意見を述べたものが、それぞれ4名ずつの

1 3. 8 %であb、とれと 「原因究明＋治療法」と答えた 5名（ 1 0. 3 % ）を合せると、原因究明と治療

法の確立を求める声がほ Y同数であるのK反し、岡山では 「原因究明」が 25名 c3 2. 1 %〕 K達し、

とれと 「原因究明＋治療法」 10名の 12. 8 %を加えると、協議会の仕事として原因の究明を期待する

事は、44. 9 %と半数近いものから出されている ととが分かる。反面 「治療法の確立」というのは比較

的に少なし 5名 c6.4 % ）で、とれK 「治療法＋原因究明」の 10名（ 1 2. 8 % ）と「治療法＋費用

負担」の 1名（ 1.3%）を加えても、それは 20. 5労Kとどまった。

-65-



表 皿ー 14 国 への要望 と病気の経 過 との 掛 け 合 せ

国への要望 病気の経過 全快（治ゆ） 軽 ’快 不 変 思 イヒ たから怠ハ》f.A. 計

原因究明 （原因の究明） 2 

治療法（治療法の確立） 4 2 6 

費用負担（ 医療費負担の軽減、生活の保障、経済的優助） 2 2 5 
埼

原因究明＋治療法 2 3 

原因究明＋費用負担

治療法＋費用負担 2 3 

原因究明＋治療法＋費用負担 。
玉

そ の 他 3 

なし、NA. DK 3 6 

ーかふl

昔十 5 1 4 6 3 29 

原因究明 （原因の究明） 5 5 1 1 

治療法 （治療法の確立 ） 3 4 

岡 費用負担 （医故費負担の軽減、生活の保陣、経済的伝助 ） 8 7 5 4 2 4 

原因究明＋治療法 3 2 4 2 9 
一一

原因究明＋費用負担 2 7 1 1 
』ー

治療法＋費用負担 3 
一一山 原因究明＋治療法＋費用負担 2 

一一一一 一
そ の 他 2 3 

なし、 NA .DK 5 3 2 1 1 

計 2 6 2 9 1 4 9 7 8 



表m-15 スモン調査研究協議会へ の注文

埼 玉 岡 山

実 数 % 実 数 % 

原因研明（原因の究明） 4 「13. 8) 2 5 ぐ32.1 ) 

治療法 （治療法の確立〉 4 ( 1 3. 8) 5 6.4) 

費用負担（医療費負担の軽波、生活の保障、経済的援助） 。 4 ぐ 5.1)

原因究明＋治療法 3 (1 0. 3) 1 0 ( 1 2.~ ） 

原因究明＋費用負担 ( 3. 4) ( 1. 3) 

治療法＋費用負担 。
原因究明＋治療法＋費用負担 。 。
そ の他 4 ( 1 3. 8) 9 (11.5) 

左し、NA .DA  1 3 ( 4 4. 8〕 2 3 ( 2玖5)

計 2 9 。00.0) 7 8 ( 1. 0 0. 0) 

3 「原因究 明 jを求めるもの

以上みてきたよう K、国や協議会への要望や注文K関しては、埼玉と岡山とではかなりの相違があ b、

埼玉では「原因の究明だけで終らずK治療法の確立を」とか「原因が分かったのだから治療法を開発し

てほしい」 「病気の原因が確定してしまえば医学会ではスモシは解決されたものとみなされ、研究は中断さ

れてしまうのではないか」 「原因が究明された段階で終るととなく、治療法が確立されるまですすめて

ほしい」等々という発言K代表されるように、ナでK原因究明は峠を越したのだから、そとKとどまら

ずK治療法の確立に力を入れてほしい~lc-2傾由が強いのK対し、 岡山のぼるいには「スモンは 1 日や

2日で治る病気でないから、医療扶助の面を充実してほしい」とか「スモンは治療に長期開宴する。そ

とから くる失業や生活困難の不安にかられるととも多 あ々る」 「医療費K困っている人が多いので、早

〈原因を究明し、 国の援助で一日も阜〈治るよう努力してほしい」等々と、ともかくも医療費や生活費

を援助してほしい、という莞言が半数を上廻る人たちから出されたのである。

そして埼玉では20 % vcとどまった原因の究明というのも、岡山では43 %と多くの人から強〈求め

られてなb、またとの原因の究明という発言も、埼玉のばあいにはそれを通して治療法の開発研究をと

いう績が強いのに対し、岡山のばあいには、それは世間の疑いを解〈とか、治療費負担を社会に求める

よbどとろの問題等と もからんでいると考えられるのである。

もちろん岡山県の井原地区の場合でも、原因の究明という発言の背後には、 「原因を早〈っきとめて

ほしい、正しい療法が知bたい」 「早〈原因をつきとめて治療法を確立して欲しい」 「病気の原因をつ

きとめ、治療法を確立するとと」等々の意見K示されているように原因を明らかKして治療法を確立し
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てほしいという要望ともつながっているわけであるが、それと同時K、感染説の強かった井原の場合で

は、原因の究明を求める声の根底Kは、 「原因がわからないと一般の人が不安だから」 「少しの補償は

どうでもいい、原因を明らかにしてほしい」 「病気の原因をつきとめ、治療法を確立するとと」等々に

象徴されるように、それKよって一般の人々のスモンK対する不安や疑いを取bのぞいてほしいという

願いがとめられているとも考えられるのである。

とれはまた、岡山県の井原の場合Kは、今日のわれわれの調査が、それを尋ねる独立の質問を用意し

てい左かったにもかかわらず対象者の方から、 78名中 4へ 5人を除いて、次のよう左発言がなされた

というととからもうかがうととができょう。 「病気がいけ左い、スモンと聞いたら皆ん左とわがる」

「今でも感染説が強い、近所の人は今でもいや左眼でみる」 「世間K知られたくない」 「商売をしてい

るので、あそとで買うとうつる、ということで客が減った」「一般からは恐しい病気Kかかったという

印象が強い」 「社会復帰をするうえで原因が不明であるととが一番の障害となっている」 「スモンと分

ったあ〈る日K大家から”家を出てくれ”と云われた」 「スモンだから食品調理関係の仕事は一生だめ

だろう」 「村八分のよう念あっかいを受けていた」 I近所の人が家の門前を通るのも嫌がった時期があ

った」 「妹の縁談がととわられた」 I前の夫と離縁K念った」等々。とれらが、病気の原因を明らかK

してほしいという声のいまひとつの要因となっているようκ考えられるのである。

第 7節 疾病の原因 と医療費の負担方法

1 キノホルム説とその社会的影響

ととろで、とのような患者がうけた社会的、心理的疎外やマイナスは、非伝染説であるキノホノレム説

が出されたことKよって変わったであろうか。とれをみるためK用意した「キノホノレム説が出された前

と後とで、周囲の人のあ左たを見る眼がちがいましたか。それともちがいませんか」という聞に対する

結集では（表m-1 c ）、 「変わった」とするものが埼玉で 13. 8 %、岡山で 25. 6 %どま bで、 「と

くK変化は左い」というものが、埼玉で 75. 9 %、岡山で66. 7 o,bをも占めるという結果と在 った。

とれは一つKはすでK「全治（治ゆ〉」したとしている人たちの多くが「と O'C変化はない」という

回答K廻ったというととKもよるが、この他、と＜vc岡山県の井原の場合Kは、今日左念重症の、ある

いは自身で「悪化」と答えたものの一部在どからは「キノホノレム説が出てからは他人から嫌われ左〈左

った」 「近所の人からも芦をかけられるよう K在った」 「つきあいも前にもどった」等というのがある

反面、さき Kも紹介したよう K、今日なな感染説が非常K強〈 、その意味で変っていないという回答が

多数を占めたものと思われる。とのととは、今日のわれわれの調査の際Kも、 「どうして自分がスモン

である ことが分ったのか」というよう陀非常Kなびえた顔で迎えられたb、 「訪ねて来るときは絶対K

近所の人K道をたずねて くれるな」と念をbされたb、 「自分がスモンだというととは家むなかでも妻
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だけしか知らない」というような発言が数多〈聞かされたことからもうかがえるであろう。

表m-16 「キノホノレム説 」 と病気の経過との 掛 け合せ

キ説ノホが芯出rて～～～「病気＼骨下量過 全快 軽 快 不変 悪 イヒ オコから左い
計NA  

とく K変化はない 4 5 2 2 ( 7 5.9) 

埼 変わった 2 4 ( 1 3.8) 

わから左い NA  3 ( 

玉 計 5 4 6 3 2 9 ( 1 0 0.0 ) 

岡
と〈に変化は左い 2 2 2 0 9 5 2 ( 6 6.7 ) 

変わった 8 4 7 2 0 ( 2 5.6) 

山
わから左い NA  3 

計 2 6 2 9 1 4 9 7 8 ( 1 0 0. 0) 

2 医療 費 の個人 的負 担 と社 会的 負担

ととろで、原因の究明を求める声の背後Uては、いままでにみえ治療法の確立や疑いをはらすというと

とと並んで、医療費の負担を国ゃ社会K求めるよ hどとろをというとととも微妙にからんでいると思わ

れる。

まず「スモン患者の医援費や生活費Kついて、あなたはそれをどのよう左方法で解決すべきだと思い

ますか」 という問K対 しては、 「基本的には自分や個人で考えるべきである」とするのは、埼玉で4名

( 1 3. 8 % ）、岡山では 7名（玖 0% ）にすぎず、他方「基本的Kは社会や国左どで考えるべきである」

とするのが埼玉で 20名（ 6呪 0% ）、岡山で 66名（ 8 4. 6 % ）にも達していたのであるが （表E

-1 7）ィそのよう K考える根拠や理由を追っかけて尋ねた結果では、まず「個人や自分で」とするもの

は、 「他Kも長期の病気もあるのだから、スモンだけ別あっかいはどんなものかと思う」 「自分の病気

だから自分で治ナ」 「公害のように原因がハッキリするなら他に訴える事も必要だが、まだはっき bし

てい左いのだから支払える能力があれば支払うべきだ」等々というのK対し、也方「社会や国で」とす

るものの理由は、 「原因が何であれ、生活や治療費K困っている人K対しては、社会や国等が援助する

ととが必要だから」とするのを選んだのが、埼玉でヲ名（ 31. 0%）、閉山で 51名（ 6 5. 4 % ）、仁ス

モンがキノホルムKよるのだとすれば、固と製薬会社K責任があるのだから」とするのが、埼玉で？名

( 31. 0%）、岡山で10名（ 1 2. 8係〉となって、埼玉では「原因がなんであれ」というのと、 「キ

ノホノレムだとすれば」というのが同数と左ったが、岡山では圧倒的K 「原因が何であれ生活や医療費に

困っている人K対しては」というのが多数を占めたのである （表m-1s ）。だが岡山でも、 「もし

キノホノレムというととが確定したら、国や社会K責任をとってもらいたい。訴えたい」とするものが、
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今日なあ、重症の人を中心として、 1 0名近〈の人から聞かれたというととも注目されてよいであろう。

表m-11 スモン患者の医療費や生活費 の負担方法

基本的Kは自分や 基本的Kは社会や
わから左い

個人で考えるべき 国左どで考えるべ そ の他
N .A 

計

である きである

埼 玉
4 2 0 2 3 2 9 

( 1 3. 8 ) ( 6 9. 0 ) 6. 9 ) ( 1 0. 3 ) ( 1 0 0. 0 ) 

岡 山
7 6 6 2 3 7 8 

( 8 4. 6 ) 2. 6 ) 3. 8 ) ( 1 0 o. 0 ) 

表m-1 s 病気の経過と費用負担を求める理由との掛合せ

＼麗志竺 全快鈎61>) 軽 快 不変 悪 イヒ
オっからない

計
NA  

伝染性の病気

キノホノレム 5 3 9 ( 31.0) 

埼
原因が何んであれ 3 3 9 ( 31.0) 

そ の 他

わからない NA  3.4) 

玉 （自分や個人で） 5 2 9 ( 3 1. 0) 

計 5 1 4 6 3 2 9 ( 1 0 0.0) 

伝染性の病気 3.8) 

岡 キノホルム 3 2 4 1 2.8) 

原因が左んであれ 1 9 2 3 7 2 5 1 ( 6 5.4) 

そ の他

山 わからない NA  

（自分や個人で） 3 3 4 2 1 5.4) 

計 2 6 2 9 1 4 ？ 78(100.0) 

3 医療費負担の 考え方と そ の基盤

ととで今日のわれわれの調査結果をふりかえってみると、スモンが原因不明の病気だ、奇病だといわ

れ、またその原因究明の過程で、クィーJV.ス説、キノホノレム説その他が発表され、報道されるたびに、

患者bよび社会一般の人たちの反応は徴~（！［ゆれ動いているというととがいえるといえよう。

またそれは、何故スモン病の研究やスモン患者む数済を社会や国で考えるのか、金や人員を使うのか、

使わなければ左らえtいのかという認識や根拠ともさまざま Kかかわbあってきているとも考えられる。
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そとKは、一つには、スモンは伝染性の疾患かも知れ左いから、とのよう念社会的リスクの大きい疾

病K対しては、患者のためというよ b、社会の側の安全を守るためK社会的対策がとられ念ければ左ら

左いとナる「社会防衛論」的左立場があb、とれは、各種:p伝染病や結核やライや現在の精神障害者対

策左どKみられるよう K、とれまでの衛生行政や対策の背後にある伝統的な理念や尭想でもあるともい

えよう。

いまひとつむ考え方は、原因が何んであれ、医療費や生活費K困っている人に対しては社会や国が数

済の手をさ しだすべきだとするものであb、とれがスモンとC関連でも、たとえば岡山県の井原市当局

者や病院関係者の「スモンは一種の自然災害だから国や社会の援助が必要左のだ」というよう左発言と

も在ってでてく るといえる。そしてとれは、今日の各種の福祉関係法規を支えている考え方ともつ左が

っているといえよう。

第三の考え方は、スモンはキノホルムという薬害Kよるものであb、その意味で公害病や職業病と同

じく社会的左もむが直接的K作用しているというととゼ社会的対策を求めるというものである。そして

今日ではとの種の疾病や傷害は、各種の公害病や職業病、さらには薬品や農薬有害物質による中毒、あ

るいは医療事故の問題等を始めと して急激K増えて来てなb、それらK対して、それのよってきたる原

因を明らかKして、その責任をとうという動きも、近年ょうや〈高まってきているともいえる。

とれらのととを全体的、統合的K把握するためK、われわれ保健社会学グループでは、以上みてきた

ような実態調査、意識調査と並行 して、 「スモンがとれだけ大きな社会問題と左ったのは左ぜかJとい

う課題を設定し、それを解明するためK、その先生から今日K至る過程を、スモン患者の莞生状況、原

因究明の経過、行政の対応、患者の動向、一般社会C反応、 公害、薬害、医療事故等関連事項という項

目をたてて、年表形式Kまとめる作業をすすめている。とれKついても、その第一段階のまとめを、本

年度の報告に添付してないた。
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